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1.預金及び貸出金の状況
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預金の令和7年９月末の残高は、対前年同月比349百万円
（0.34%）増加し、102,033百万円となりました。

今後とも、地域の皆様の着実な資産づくりのお手伝いを
させていただくため、新しい商品の開発やサービスの一層
の充実に努めてまいります。

貸出金の令和7年9月末の残高は、対前年同月比2,567百万円
（4.15%）増加し、64,333百万円となりました。

今後とも、地域の皆様に必要な資金の供給に努めてまいりま
す。



2.有価証券の保有状況

令和6年9月末 令和7年9月末

国 債 3,228 2,916

地 方 債 1,963 1,955

社 債 11,167 10,618
（うち公社公団債） 2,000 1,503
（うち金 融 債） 578 570
（うちその他社債） 8,587 8,544

株 式 925 630

投 資信託 1,447 1,694

外 国証券 3,658 3,606

その他の証券 51 40

合 計 22,442 21,461

科目別 （単位：百万円）

2



3.損益の状況

令和6年9月期 令和7年9月期

業務純益 191,095 107,969

実質業務利益 191,095 116,837

コア業務純益 166,354 153,918

コア業務純益
（投資信託解約損を除く。） 166,354 147,320
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業務純益は、対前年同月比83,126千円減益の107,969千円となりま
した。

コア業務純益は、対前年同月比12,435千円減益の153,918千円とな
りました。
注）コア業務純益とは本業の利益を表すもので、業務純益から国債等債券
の損益と一般貸倒引当金繰入額を除いたものです。

経常利益は、対前年同月比159,876千円減益の
81,305千円となり、当期純利益は、対前年同月比
144,148千円減益の51,789千円となりました。



4.信用金庫法開示債権（リスク管理債権）
及び金融再生法開示債権の保全・引当状況

区 分 令和6年9月期 令和7年9月期

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 1,057 1,207

危 険 債 権 901 840

要 管 理 債 権 ― ―

三 月 以 上 延 滞 債 権 ― ―

貸 出 条 件 緩 和 債 権 ― ―

小 計 （A） 1,958 2,048

保 全 額 （B） 1,954 2,038

個 別 貸 倒 引 当 金 （C） 857 938

一 般 貸 倒 引 当 金 （D） ― ―

担 保 ・ 保 証 等 （E） 1,096 1,100

保 全 率 （B）/（A）（％） 99.7％ 99.5％

引 当 率 （（C）+（D））/（（A）-（E））（％） 99.5％ 98.9％

正 常 債 権 （F） 59,900 62,342

総 与 信 残 高 （A）+（F） 61,858 64,390

（単位：百万円）
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5.自己資本（単体）の状況
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自己資本の令和7年9月末の額は、対前年同月比27百万円
増加し、6,482百万円となりました。

令和7年9月末の自己資本比率は、対前年同月比2.28
ポイント低下し10.39%となりましたが、国内基準
（4%)を上回る高い水準を維持しています。



6.経営者保証に関する取組方針
当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）の趣旨や内容を踏まえ、同ガイドラインを融資慣行とし

て浸透・定着していくために、以下の通り取り組みます。

 お客様が融資等資金調達のお申込みをされた場合、当金庫では、お客様のガイドラインの要件の充足や経営状況等を総合的に判断する中で、経

営者保証を求めない可能性や経営者保証の機能を代替する融資手法（一定の金利の上乗せ等）を活用する可能性についてお客様の意向を踏まえ

たうえで検討いたします。

 上記の検討を行った結果、経営者保証を求めることが止むを得ないと判断し、経営者保証をご提供いただく場合、当金庫はお客様の理解と納得

を得ることを目的に、保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明を行います。

 経営者保証を提供いただく場合、お客様の資産及び収入の状況、融資額、信用状況、情報開示の姿勢等を総合的に勘案して適切な保証金額の設

定に努めます。

 お客様から既存の保証の変更・解除等の申入れがあった場合は、ガイドラインに即して改めて経営者保証の必要性や適切な保証金額等について

真摯かつ柔軟に検討を行うとともに、その検討結果について丁寧かつ具体的な説明を行います。

 事業承継時には原則として前経営者、後継者の双方から二重で経営者保証は求めないこととし、例外的に二重に保証を求めることが必要な場合

には丁寧かつ具体的な説明を行います。また、後継者に当然に保証を引き継いでいただくのではなく、その必要性を改めて検討いたします。

 お客様からガイドラインに基づく保証債務整理の申し出を受けた場合には、ガイドラインに即して誠実に対応いたします。

 手形割引については、経営者保証を原則不要とし、適正な判断に努めます。

以上
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